
  

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

千葉労働局長による 

「ベストプラクティス企業」との意見交換を行います 

～11 月の「過重労働解消キャンペーン」の一環として～ 

 

 厚生労働省では、11 月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等を防止することの重

要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるためのキャンペーンやシンポジウムな

どの取組を行っています。 

千葉労働局（局長：岩野 剛）においては、同月間に「過重労働解消キャンペーン」の取

組のひとつとして、千葉県内で労働時間の削減等に積極的に取り組んでいる企業を労働局長

が訪問します。今年度は、以下のとおり、千葉労働局長が、運送業の「菱木運送株式会社」

様に訪問し、取組内容をご紹介いただくとともに、その取組の効果についてドライバー等の

社員も交えて意見交換を行います。 

 

 

 

 

 

 

また、「過労死等防止対策推進シンポジウム」は全国 48 会場で行われ、千葉県では以下

のとおり開催されます（詳細は別添のチラシを参照ください。）。 

 

Press Release  
 

千葉労働局発表 

令和６年 10 月 29 日 

 

【照会先】 

千葉労働局労働基準部監督課 

監督課長     土田 容子 

主任監察監督官  星名 一成 

（電 話） 043-221-2304 

○ 過労死等防止対策推進シンポジウム（千葉会場）         

【日時】令和６年１１月 26 日（火）14：00～16：３0    

【会場】千葉市民会館小ホール（千葉市中央区要町１－１）     

【参加申し込み先】  過労死等防止対策推進シンポジウム 🔍検索    

           https://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium/ 

○ 「ベストプラクティス企業」との労働局長による意見交換 

【訪問先】 菱 木 運 送 株 式 会 社 

       （八 街 市 八 街 い 2 7 - ３） 

【訪問日時】令和６年１１月 28 日（木）14：00～ 

  ※ 同行取材可能ですので、11 月 25 日（月）までに照会先宛てお問合せ願います。  

こちらの OR コード

から申し込み可能！ 

https://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium/
chatanis
フリーテキスト
資料労６



2024年11月26日(火)
14：00～16：30（受付13：00～）

千葉市民会館  小ホール
(千葉県千葉市中央区要町1-1）

近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の
尊い命が失われ、また心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族等にも
ご登壇をいただき、過労死等防止対策推進法施行から10年、改めて
過労死等の現状や課題、防止対策について考えます。
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毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です｡

参加
無料
事前申込

主催：厚生労働省　　後援：千葉県
協力：過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議、
 千葉産業保健総合支援センター、千葉県労働基準協会連合会、連合千葉、千葉労連、いのちと健康を守る千葉県センター、
 千葉土建、千葉過労死弁護団、千葉労働弁護団、(一社)千葉県経営者協会、千葉県社会保険労務士会

二次元バーコードを
読み込んで下さい。



千葉市民会館 小ホール
(千葉県千葉市中央区要町1-1)
・ＪＲ｢千葉駅｣（JO28）東口より徒歩７分、｢東千葉駅｣（JO29）南口より徒歩３分
・京成｢千葉駅｣（KS59）より徒歩１０分
・千葉都市モノレール１号線「栄町駅」より徒歩５分

連 絡 先

企業・団体名

●次の該当する□に✔をお願いいたします。
□ 経営者　　□ 会社員　　□ 公務員　　□ 団体職員　　□ 教職員　　□ 医療関係者　　□ 弁護士
□ 社会保険労務士　  □ パート・アルバイト　　□ 学生　　□ 過労死等の当事者・家族　　
□ その他 ［　　　    　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　    　　］

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

お 名 前

「個人情報の取扱いについて」　・ご記入いただいた事項は、過労死等防止対策推進シンポジウムの申込受付業務を目的として使用します。  ・他の目的ではご本人の同意なく第三者に提供を
いたしません。  ・委託運営株式会社プロセスユニークの「個人情報保護方針（https://www.p-unique.co.jp/hp/privacy.html）」に従い適切な保護措置を講じ、厳重に管理いたします。

5名以上のお申込みは、
別紙(様式自由)にて
FAXしてください。

●FAX：●TEL：
●E-mail：

○会場の都合上、事前申し込みをお願いします。
○申し込みはWebまたは FAXでお願いします。
○受付番号を発行いたします。当日会場受付にて受付番号をお知らせください。
○定員になり次第締め切りとさせていただきますのでご了承ください。
○定員超過の場合は、電話またはメールでご連絡いたします。
○連絡先の TEL か E-mail のどちらかは必ずご記入ください。
○参加（証明）書の発行はいたしておりません。予めご了承ください。

過労死等防止対策推進シンポジウム ［参加申込書］

プログラム

●会場のご案内

●参加申し込みについて

千 葉 会場

●以下の参加申込書に必要事項を記載の上、FAXをお願いいたします。 FAX番号 03-6264-6445
●下記の「個人情報の取扱いについて」に同意の上、ご記入ください。  → □ 同意しました。
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千葉市民会館

［開会挨拶､協力団体挨拶］
［千葉労働局より現状の報告］
［基調講演］
 「パワハラの発生は予防できるのか？
         過労死のない社会を目指して」
  津野 香奈美 氏 
  （神奈川県立保健福祉大学大学院 ヘルスイノベーション研究科 教授）

［過労死を考える家族の会 体験談］
［閉 会］

津野 香奈美 氏
神奈川県立保健福祉大学大学院
ヘルスイノベーション研究科 教授

東京大学大学院博士課程修了。博士(医学)、博士(保健学)、公衆
衛生学修士。和歌山県立医科大学医学部講師、ハーバード公衆衛
生大学院客員研究員、神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイ
ノベーション研究科准教授等を経て、2024年より現職。
著書に『パワハラ上司を科学する』(筑摩書房、2023年)。厚生労
働省「ハラスメント実態調査」「カスタマーハラスメント・就活ハラ
スメント等防止対策強化事業」等検討委員。

（お問い合わせ先） 厚生労働省シンポジウム事業受託事業者 株式会社プロセスユニーク　電   話：　　0570-080082 （ナビダイヤル）   E-mail：karoushiboushisympo@p-unique.co.jp

Webからのお申し込みはこちら 二次元バーコードを読み込んで下さい。

https://www.mhlw.go.jp/karoshi-symposium/
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千葉労働局⾧による「ベストプラクティス企業」への職場訪問 

～令和６年度は自動車運送業 菱木運送株式会社（八街市八街い２７－３）を訪問～ 

 

千葉労働局では、毎年、11 月の「過重労働解消キャンペーン」の取り組みの一環とし

て、⾧時間労働の削減に向けて積極的な取り組みを行っている企業（ベストプラクティス

企業）を訪問しています。 

令和６年度は、「過重労働解消キャンペーン」期間中の 11 月 28 日(木)に、菱木運送株

式会社を千葉労働局⾧（岩野剛）が訪問し、取組の状況などについて菱木博一代表取締役

社⾧ほかの方々から説明を受けました。 

菱木運送株式会社は、千葉県八街市に本社を置き、1971 年に先代社⾧が創業した従業

員数 40 人（訪問当時）の陸上貨物運送業を営む会社です。近年、運送業界の経営環境は

厳しく、労働時間短縮が大きな課題となっています。特に、ドライバーの労働時間は、労

働基準法に加え、令和６年４月に拘束時間の上限や休息期間等が改正された改善基準告示

により厳しく規定されており、その告示内容を理解し、遵守することは容易なことではあ

りません。 

そのような中、菱木運送㈱は、自社におけるシステム開発を通じて、日々、法令を遵守

しながら運行し、かつ利益を出すための工夫を行ってきました。 

 

★詳細は次ページ以降をご参照ください★ 

（左から小林さん、菱木社⾧、岩野労働局⾧、土田監督課⾧） 
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１ ベストプラクティス企業訪問の参加者について 

 

ベストプラクティス企業 訪問者 

【菱木運送（株）】 

代表取締役 菱木
ひ し き

博一
ひろかず

 様 

ドライバー 小林亮  様 

運行管理者 石原直美 様 

【千葉労働局】 

局  ⾧    岩野剛 

監督課⾧    土田容子 

主任監察監督官 星名一成 

 

２ 菱木社⾧より、これまでの取組にかかるご説明 

（１）取組の動機 

24 年前に先代から事業を引き継いだ時から、リーマンショックなどを乗り越えてやってきました。

当時、運送業界では「普通に運行していたら、法令遵守ができなくても仕方がない」という風潮があ

る中、私は、自分の会社の車で事故を起こすようなことなく、安心して経営したいと考えていまし

た。また、法令違反をして人に頭を下げているところを自分の子供には見せたくないという思いも

ありました。さらに、社会に対しても胸を張って事業をしたい、という動機から、労務管理・安全管

理を見直して、改善基準告示をしっかり守ろう、と考えました。 

（２）これまでの取組 

今から 17、８年前、法令遵守に取り組み始めたときは、管理者か

らドライバーに対して改善基準告示の内容を説明し、これを守るよ

うに、という研修をしていました。しっかり理解させてやっているつ

もりでしたが、ある日、労働基準監督署の調査が入り、休息期間が足

りてないという指摘を受けました。守れていると思っていたものが、

実際には守れていなかったことに気づきました。改善基準告示は複

雑で、ドライバー自身が理解し、運転しながら意識してこれを守るこ

とは困難だったため、自社でシステムを開発することで何とかでき

ないかと考えました。                      

システム開発の初期段階では、日々の運行が終わってからドライバーの運転が法を遵守できてい

たかどうかを確認するものでしたが、それは法を守れていなかったということが結果でわかるだけ

で、安心につながりませんでした。また、運行終了後、疲れているドライバーに運行管理者が「守れ

（菱木代表取締役） 
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ていなかったよ」と伝えるのも双方にストレスを感じるし、建設的ではなく、遵守にも直結しない

と感じました。 

そこで、法令を守るための情報を事後ではなくリアルタイムにドライバーに提供することができ

れば、もっと効率が良くなり、ドライバーの負担も少なくなるのでは、という考えからシステムを

改良したところ、これが効果的でした。この段階では、自社努力のみで、顧客（荷主）には一切お願

いせず、法令の時間内に収まるよう運行を見直すことで、ある程度、法令を守れるようになりまし

た。 

ところが、自社努力だけでは難しい局面がありました。それが、客先での待機時間があったとき

で、これを削減しないと遵守が難しいということがわかったのです。そこで、この待機時間を管理

する機能を新たにシステムに搭載することにしました。 

客先での待機時間も、「昨日は●時間の待機でした」と後から伝えてもインパクトがありません。

また、事後的な対応では、拘束時間等の法令も守れません。そこで、当社事務所においてリアルタイ

ムに客先（荷積み先）での待機時間を把握し、状況を説明できるようにしました。例えば、待機時間

を一定程度過ぎたときに、当社事務所から客先に電話して「今、１時間以上待たされているので、そ

ろそろ積んでいただけないか」と要望を伝えられるようになりました。こうしたことの積み重ねで、

客先の現場サイドでも意識してもらい、待機を少なくしてもらえるようになりました。 

そうした日々の客先（荷主）への要請に加えて、荷主内部の問題で構造的に待機が発生している

場合には、その荷主企業において決定権を有する上層部へ働き掛けるために、しっかりしたエビデ

ンスを作る必要が出てきました。現在は、ドライバーが客先で待機時間開始のボタンを押さなくて

も、ＧＰＳで正確かつ客観的な待機（荷待）時間が算出できるようなシステム開発を行っていると

ころです。 

（３）「乗務員時計」について 

このシステムに「時計」という名前をつけたのは、日常生活でも時計があれば足並みを揃えた行

動ができるように、ドライバーが改善基準告示を守るうえでの一つの指針となるような「時計」が

あれば、皆が守れるだろうという思いを込めています。この「乗務員時計」はドライバーの出勤から

退勤まで、実際の運行状況によって時間を再計算し、一人一人にリアルタイムで法令を守るための

情報を渡し続けています。 

このシステムの導入により、出勤時には、前回勤務終了時から休息期間が足りているかが表示さ

れ、休息期間が足りていないと出勤可能時間が表示されます。さらに、運行終了時に「明日は●時以

降から出勤可能」と表示も出るので、しっかり休息期間をとろうという意識づけができます。日々
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の運行で告示が守れなかった場合は、運行終了後にドライバー自身がその理由（待機や道路状況な

ど）を登録できる仕組みにしています。 

運行中には、システムのアプリをみればすぐ「●分休憩が取れる」「あと●時間運転できる」と

（資料出典：菱木運送㈱菱木社⾧作成資料） 

いうことがドライバーにわかり、休憩を取ることに対する罪悪感も無くなったとのことです。宿泊

を伴う運行でも、システムがしっかりと休息期間等を管理してくれるため、安心して⾧距離輸送も

任せられます。このように、ドライバーが自然と法令遵守を意識した時間で運行できるようになり

ました。 

運行管理者側では、拘束時間残、休息期間残、運転時間残など、事務所にいてリアルタイムにドラ

イバーの状況がわかり、管理がしやすいという利点があります。残時間が少なくなると、システム

でアラートが出てドライバーに注意喚起するため、運行管理者は実際にはあまりドライバーを指導

する必要もありません。 

このように、システムを用いるとドライバーの自己管理で、運行管理がある程度自主的にでき、

リアルタイムで表示を見せることで、ドライバーが一律に法令を遵守することができます。結果と

して、交通事故が大きく減少するという効果がありました。改善基準告示というのは、集中して運

転できる時間の限度を定めているので、この告示を守ることにより集中して運転できる環境が整い、

交通事故が減ったと考えています。法律を守ることが、結果的に事故を減らし、ドライバーを守る

ことにつながっています。 
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（４）今後の開発について 

待機時間の把握については仕事上の都合でドライバーが待機開始のボタンを押せないことがどう

してもあり、その正確性に課題があります。待機の実態を荷主に伝えようとしても、運行管理者が

実態を把握しづらく、荷主に確実なエビデンスを持って意見することができない、ということです。

他の運送会社を見ていると、「うちは待機をそんなにしていない」と運行管理者は思っていますが、

実は結構待たされているというケースが多いです。実態が正確に反映されたエビデンスがないと、

運送会社自身も、待機時間の⾧さに気づかないのです。 

そこで、ドライバーが待機時間開始のボタン操作をしなくとも、ＧＰＳ機能を用いて、どこでど

れだけ停車していたかを測定し、停車先が客先であれば紐づけしてエビデンスを作る、というシス

テムにすることを目指し、現在改良中です。 

得られた待機時間の情報も分析し、週末や月末にかけて待機時間が増えているというように、荷

主に対して改善に向けた取り組みを促すような情報に変換して渡す、という方法を取っています。 

 

３ 意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（労働局）荷主先はどのような会社が多いですか。また、改善基準告示遵守と両立するための業務

の効率化についてどのように取り組んでいますか。 

（菱木社⾧）現在の荷主は小口中心となっています。法令遵守の徹底をはかると同時に会社の利益

を上げるためには、業務を最大限効率化するということを考えました。近距離の運行に関して、

以前は、前日積み置き分を配達後、翌日配達分を積み置きして終了し、1 日の運行の半分は空車回

送でした。そこで、卸し場所から積込み場所までの空車回送を無くすための当日配送の仕事を加

（左から石原さん、小林さん、菱木社⾧、岩野労働局⾧） 
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えることを徹底しています。「空気」を運ぶトラックを少なくしていくと、30 台のトラックで 60

台分の仕事ができます。このような業務の効率化を行ったところ、経営が安定し、ドライバーが

高速道路を使い、改善基準告示がますます守れるようになりました。 

（労働局）システム開発に、ドライバーや運行管理者はどのように関わったのでしょうか。 

（菱木社⾧）基本的な仕様は私が考え、出来上がったものをドライバーと運行管理者が実際に使っ

てみてどうだったかという感想を聞き、それを反映させています。改善基準告示を確実に遵守す

るためには、ドライバーにどのような情報を表示すればよいかという部分が難しいのですが、シ

ステムを使用した結果、告示が守れていれば表示された情報が間違っていないんだな、という検

証を行っています。 

（労働局）ドライバーの小林さんはどのように考えていますか。 

 

 

 

 

 

                          

（小林さん）このシステムの構想・試作段階から、開発に関わってきました。運転手という職業柄、

自由を求めている人が多く、リアルタイムに管理されている窮屈さというのは、正直、導入当時

には若干感じたこともありましたが、今は感じません。その理由は、このシステムを使って運行

していると、休憩時間や休息期間を取るべきタイミングが自分でわかり、しっかり取るようにな

るので、アプリの導入前より身体の疲れが取れて楽になり、睡眠不足もなくなり、健康的に仕事

が続けられていると感じるからです。 

（菱木社⾧）これだけ労働時間管理や時間外労働の上限規制が言われている中で、何の管理もしな

いまま⾧時間労働が問題となった時に「いやこの時、ドライバーは休憩を取っていたのだ」と主

張しても認められることは難しいでしょう。この先も会社を守り、従業員の生活を守っていくた

めには、労働時間に対してシビアにやっていく必要があると感じています。 

（労働局）運行管理者の石原さんはシステムについてどうお考えでしょうか。 

（石原さん）この会社に入った時から、システムが導入されていたので、こうした時間管理は当た

り前と思っていましたが、同業他社の話を聞くと全然違うということがわかり、驚いたことがあ

ります。 

（左:石原さん、右:小林さん） 
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（労働局）待機時間が⾧くなっているという荷主への連絡は、ドライバーからではなく会社からす

るのですね。 

（菱木社⾧）そうです。会社から連絡する前に、ドライバーにも現場で荷主側に「まだ（荷物を）積

めませんか」というのは聞いてもらいます。もちろんそこですぐ対応してもらったり、「あと●分

くらいですよ」と言われてその通りになれば会社から連絡はしませんが。 

荷待ち時間が⾧いというのはその荷主さんの構造的な問題であるケースがあり、それを変えて

いただくには、「これだけ待機しています」というエビデンスを示すことが必要です。 

（労働局）荷主側からの反発はないですか。 

（菱木社⾧）ある荷積み先で、「●時までに荷が積めないと、拘束時間がオーバーになってしまうの

で帰ります。3 時間以上待機していますので、料金は保証していただきたい。」と伝えて帰ったと

ころ、その荷積み先で同じように待機させられていた他の運送会社も、うちを見習ってみんな帰

るようになった、ということがありました。そうなるとその荷主さんも「これはまずい」というこ

とになり、待機時間が改善されました。今、国の後押しもあって、わが社のような主張をする運送

会社も除外されることなく、受け入れてもらえているという印象です。 

また、最初は対応してくれても、後戻りしてしまうこともあります。言い続けるしかないのです

が、運送会社を待機させているということを荷主さんに認識してもらうことがまず大切です。 

（労働局）今後はどのような企業を目指していきたいですか。 

（菱木社⾧）将来的には、ドライバーも他業種と同程度の労働時間にしていきたいと考えています。

そうなれば、ドライバーとして働くメリットがより理解されやすくなり、若い人にとっても魅力

的な職場となるのではないでしょうか。 

昨今、先代からの運送会社を引き継がず譲渡したいという次世代が多いようですが、運ぶべき

ものはたくさんあるので、車の台数を減らしても一台当たりの利益を増やし、社会的には法令遵

守にしっかり取組み批判されないようにする、ということを貫けば、運送業は決して悪い商売で

はないし、そういうやり方をしたいという方には積極的にアドバイスしたいと考えています。 

我が社の見積書には「法令を遵守した運行を行うことを確約いたします」という一文を入れ、こ

うしたことを意識して運行していることの価値を示し、お客さんに理解してもらうよう心がけて

います。安い運送会社を使ってもし事故が起きたら、「なんでそんな運送会社を使ったんだ」とい

うことになるでしょう。荷主側もそういうことを考えて運送会社を選ぶ時代が来ていると感じて

います。と同時に、運送会社が守るべき法令をきちんと守れば、荷主に対しても発言権が出てきま

す。どんな運送会社でも、まじめに取り組めば、必ず今より良い状況になると信じています。 
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４ 労働局⾧の感想 

自動車運転者のための改善基準告示は、多くの運送業者にとって

100％遵守することが難しい基準です。しかし、御社はその難しい状

況の中でも法令遵守を念頭におき、システムの開発及び導入を行い、

自社の状況に応じてカスタマイズしてきました。ご苦労もあったと思

うが、できあがったシステムは素晴らしいものになっていると感じま

した。 

さらに、GPS を使った新たな機能により自動管理を目指しているな

ど、どんどん先に進めてもらっています。他の業界でも、「働き方改革

に IT や DX の活用を」と言われている中で、御社の取組は基本的なモ

デルになると思います。 

また、システム導入の結果として、交通事故が減っているというのもさらに素晴らしいところで

す。改善基準告示をきちんと遵守する形で宿泊を伴う⾧距離運送が可能という話も、同業他社に対

してお伝えしたい大きなポイントと考えています。 

このように、大規模企業でなくとも、トップの創意工夫によってシステムを開発・導入し、ドライ

バーの意識を変え、さらに遵守を進めるために、待機時間のエビデンスを示して荷主と交渉すると

いう社⾧の真摯な姿勢に、とても感心しました。 

このベストプラクティス企業の取組を広げていくために、千葉労働局 HP でも発信していく予定

です。 

（以上） 

（岩野労働局⾧） 


